
平成 27 年 8 月 26 日 

 

経営改善コンサルティング業務に係る公募型プロポーザル 質問に対する回答(その６) 

No. 質問内容 回答 回答日 

１ 

現在実行中の平成 26～28

年の中期経営計画ですが、

これまでの活動状況等につ

いて公表されている資料が

ありますでしょうか。 

あるいは現時点の中間評価

があれば、教えていただけ

ますでしょうか。 

・中期経営計画（平成 26～28

年）における活動状況等につ

いて、中間評価を含め、公表し

ている資料はありません。 

8 月 26 日 

２ 

中期経営計画の中で３つの

PT（プロジェクトチーム）

が設置されておりますが、

今年度も継続活動中でしょ

うか。 

・今年度は、提案を踏まえ設置

し、本業務と連携して活動す

る予定です。 

8 月 26 日 

３ 

２の回答で継続活動中とい

う事であれば、それぞれの

開催頻度（または定例日

程）と構成メンバーを教え

ていただけないでしょう

か。 

― 8 月 26 日 

４ 

本業務を実施する際には、

３で回答していただいた PT

（プロジェクトチーム）へ

出席が求められるのでしょ

うか。 

・本業務と連携して活動する

予定であることから、出席し

ていただくことを想定してい

ます。 8 月 26 日 



５ 

いわき市病院事業中期経営

計画 P.34 の 3 つのＰＴ以外

で、現在活動中の経営改善

に関連するＰＴ（プロジェ

クトチーム）、ＷＧ（ワーキ

ンググループ）があります

でしょうか。 

・計画 34 頁のプロジェクトチ

ーム以外はありません。 

 なお、ワーキンググループ

は、新病院建設検討のために

設置されたものです。（計画 24

頁参照） 

8 月 26 日 

６ 

５で回答していただいたＰ

Ｔ（プロジェクトチーム）、

ＷＧ（ワーキンググルー

プ）の名称、取組項目、開

催頻度、構成メンバーを教

えていただけないでしょう

か。 

― 8 月 26 日 

７ 

本コンサルティング事業を

実施するにあたり、貴院プ

ロジェクトチームもしくは

ワーキンググループとどの

ように業務執行するのでし

ょうか。 

例として、具体的にチーム

の一員として常駐すること

やファシリテーターなどと

しての役割執行をするので

しょうか。 

・本業務と連携して活動する

予定であり、具体的な実施内

容や役割分担等については、

企画提案の内容を踏まえ、当

院と最優秀提案者との間で協

議して参りたいと考えており

ます。 

8 月 26 日 



８ 

「公募型プロポーザル実施

要領」3参加資格（5）にお

いて、『いわき市病院事業

契約等に係る暴力団等の排

除に関する要領（平成 27

年 3月 31日制定）第 4条 2

項』と記載がありますが、

いわき市・貴院の HPから

「いわき市病院事業契約等

に係る暴力団等の排除に関

する要領（平成 27年 3月

31日制定）」を確認できま

せんでした。 

内容確認のため、掲載され

ている箇所をお教えいただ

けないでしょうか。 

・下記を参照してください。 

 

8 月 26 日 

 

いわき市病院事業契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、いわき市病院事業における契約等について、暴力団等の関与を排除

し、適正な事務の執行を確保するための基本的な方策その他必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 契約等 次に掲げるものをいう。 

 ア 建設工事又は製造の請負に係る契約 

 イ 測量又は設計に係る委託契約 

ウ 工事用原材料の購入に係る契約 

エ 役務の提供に係る委託契約 

 オ 物品の購入、借入れ若しくは売払い又は修繕に係る契約 

 カ 公有財産の売払い又は貸付けに係る契約 

 キ その他物件の買受け又は借受けに係る契約 

⑵ 契約等の相手方 前号アからキに掲げる契約を総合磐城共立病院（以下「共立病院」

という。）と締結しようとする者又は当該契約を共立病院と締結した者 



⑶ 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。 

 ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類

する地位にある者又は経営に実質的に関与している者 

 イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者又は経営に実質的に関与している者 

 ウ 個人にあっては、支配人又は支店若しくは営業所を代表する者 

 エ 共同で事業を行う目的をもって形成された団体における構成員 

⑷ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する団体をいう。 

⑸ 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

⑹ 暴力団関係者 暴力団員以外の者であって、暴力団又は暴力団員に協力し、又は密

接な関係を有していると認められるものをいう。 

⑺ 暴力団等 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者をいう。 

（契約等からの暴力団等の排除） 

第３条 その者又はその役員等が次の各号のいずれかに該当する者として警察等関係機関

が確認した契約等の相手方については、次条から第７条までに定めるところにより、病院

事業における契約等から排除するための措置を講ずるものとする。 

⑴ 暴力団等と認められる者 

⑵ 暴力団等に対する資金の供給、便宜の供与等を行い、暴力団等の維持運営を図るため

に協力し、又は関与していると認められる者 

⑶ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、

若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用していると認め

られる者 

（契約からの排除措置） 

第４条 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当

該入札に参加する者に必要な資格について、前条の規定により病院事業における契約等

から排除する措置の対象となる者（以下「排除措置対象者」という。）に該当しないこと

を要件とするものとする。 

２ 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、その所有する不動産を購入す

る必要がある等やむを得ない事由がある場合を除き、排除措置対象者と契約を締結しな

いようにするものとする。 

３ 契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、当該契約が次の各号のいずれか

に該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるよう、あらかじめ契

約書中にその旨を規定する等必要な措置をとるものとする。 

 ⑴ 契約等の相手方が排除措置対象者であること。 

 ⑵ 公有財産の売払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されて

いること。 



（下請負等からの排除措置） 

第５条 数次の請負、再委託等が行われる契約については、排除措置対象者が後次の請負、

再委託等の対象とならないよう必要な措置をとるものとする。 

（資材の購入等からの排除措置） 

第６条 資材の購入等を必要とする契約については、排除措置対象者に該当する販売業者

から資材を購入することのないよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 産業廃棄物の処理等を必要とする契約については、排除措置対象者に該当する事業者

に処理を委託することのないよう必要な措置をとるものとする。 

（不当介入に対する措置） 

第７条 病院事業における契約等の相手方が排除措置対象者による不当介入（応ずべき合

理的な理由がないにもかかわらず行われる要求、業務履行の障害となる不法な行為等を

いう。）を受けた場合において、共立病院への報告、警察等関係機関への通報等必要な

対応が速やかに行われるよう必要な措置をとるものとする。 

（関係機関との連携） 

第８条 この要綱に基づく具体的な措置の実施に当たっては、警察等関係機関との密接な

連携を図るものとする。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から実施する。 

 


